
食品表示法について
（品質に関わること）

令和5年11月 県北農林事務所
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本日の内容

食品表示法及び米トレーサビリティ法について

• 食品表示法の概要（品質事項）

• 食品表示基準の変更点について

• 米トレーサビリティ法の概要
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食品表示法とは…

食品表示法
３法の食品表示に関する部分が一元化！
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生鮮食品
表示義務事項

◆名称
◆原産地

※内容量
※販売業者名

※計量法で定められているもの
は表示が必要
例：袋詰め（密封）された豆類

輸入品である場合は
原産国名を表示

玄米（精米）は個別
に表示義務事項が定
められている
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原産地の記載方法

農産物：国産品にあっては
都道府県を記載

（市町村名なども可能）

水産物：国産品にあっては水域名
または地域名を記載

（水域名が困難であれば、
水揚げした港が属する
都道府県名）

畜産物：国産品にあっては「国産」
（主たる飼養地が属する

都道府県名等でも可能）

輸入品は
原産国名を

記載すること
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記載例

たい刺身用
福島県産（養殖）

消費期限 2022.10.10
保存方法 ４℃以下で保存

○○株式会社 △△店
福島県○○市○○○

名称 きゅうり

原産地 福島県

販売者
福島 太郎
福島市△△
○○－□

豚ロース肉（国産）
消費期限 2022.10.10
保存方法 4℃以下で保存
○○食肉株式会社
福島県○○市○○○

100g当たり（円） １３５
正味量（ｇ） ３００

４０５
お値段（円）
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しいたけ（原木又は菌床栽培）の原料原産地表示について

• 令和4年3月30日
消費者庁の食品表示基準Q&Aが改正され、しい
たけについて、原木又は菌床培地に種菌を植え
付けた場所（植菌地）を原産地として表示する
ことが示されました。

生鮮しいたけ → 令和4年9月末まで

しいたけ加工食品 → 令和5年3月末まで

しいたけ菌糸

しいたけの
原産地表示

採取地を表示 植菌地を表示

今まで これから
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福島県から原産地表示についてお願い

名称 ふきのとう（栽培）

原産地 福島県○○市／町／村

販売者
福島 太郎
福島市△△
○○－□

○原発事故に伴う出荷制限等は、「市町村単位」でかかっています。
○きのこ・山菜類については、「栽培・野生の別」まで記載するよう
お願いします。
○上記のことを記載することで、消費者の方により正しく情報を伝え
ることができます。適切な表示について、ご協力お願いします。

※農産物を販売する場合
「原産地」については
「市町村名」でお願い
します。
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記載例①（参考：食品表示基準Ｑ＆Ａ（玄米精米－２））

名 称 精 米

原 料 玄 米

産地 品種 産年

単一原料米
福島県産 コシヒカリ 令和４年産
農産物検査証明による確認

内 容 量 １０㎏

精 米 時 期 令和４年１０月上旬

販 売 者
○○米穀株式会社
福島県福島市△△□□－▽
０２４－○○○－○○○○ 9

（農産物検査法による証明を受けている場合）

（その表示の根拠資料を保管している場合）



記載例②（参考：食品表示基準Ｑ＆Ａ（玄米精米－２））

名 称 精 米

原 料 玄 米

産地 品種 産年

単一原料米
福島県産 コシヒカリ 令和４年産
農産物検査証明による確認
種子の購入記録及び生産記録による確認

内 容 量 １０㎏

精 米 時 期 令和４年１０月上旬

販 売 者
○○米穀株式会社
福島県福島市△△□□－▽
０２４－○○○－○○○○ 10

（農産物検査法による証明を受けた原料玄米と証明を受けていないが根拠
資料を保管している原料玄米を混合した場合その確認方法を表示する場合）
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精米時期の表示方法
• 記載例

（１）時期表示（推奨）
０４．１０．上旬

２２．１０．上旬

４．１０．上旬

２０２２．１０．上旬

※【上旬】：月の１日から１０日

【中旬】：月の１１日から２０日

【下旬】：月の２１日から末日
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（２）年月日表示
令和４年１０月１日

２０２２．１０．０１

Ｒ０４．１０．０１

２２．１０．０１



◆名称
◆原材料名（原料原産地名）
◆添加物
◆内容量
◆賞味（消費）期限
◆保存方法
◆製造者

(加工者、販売者)

◆その他
原産国名（輸入品の場合）

加工食品
表示義務事項

一部の加工食品にのみ
義務付けられていた原
材料の産地表示がすべ
ての加工食品に拡大
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名称について

• 加工食品の内容を表す一般的な名称を表示。

• 乳及び乳製品
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第２条
の定義に従って種類別を表示。

• 食品表示基準別表第４において、別途名称の表
示方法が定められている食品はそれに従って表
示。
例）農産物缶詰及び農産物瓶詰、トマト加工品

など

• 食品表示基準別表第５で定められた食品の名称
は、その加工食品以外には使用不可。
例）トマト加工品、乾しいたけ など
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〈複合原材料の表示〉
複合原材料とは？
・ココア調製品
・加糖卵黄
・もち米粉調製品 など
→２種類以上の原材料からなる原材
料のこと

※複合原材料の原材料を省略できる場合や構成する原材料を
分割して表示することができる場合あり。

詳細は食品表示基準Ｑ＆Ａを確認。
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食用植物油脂、卵黄、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖からなるマヨネーズを仕入れて
使用した場合（香辛料、食塩、砂糖はマヨネーズにおける割合が５％未満）

原材料名 ○○、△△、マヨネーズ（食用植物油脂、卵黄（卵を含む）、醸造酢、香辛
料、食塩、砂糖）、□□、××

原材料名 ○○、△△、マヨネーズ（食用植物油脂、卵黄（卵を含む）、醸造酢、その
他）、□□、××

原材料名 ○○、△△、□□、××、････、マヨネーズ（卵を含む）

１ 基本の書き方

２ 香辛料、食塩、砂糖を「その他」と表示する場合

３ 使用したマヨネーズの最終製品に占める割合が５％未満の場合

※ 醸造酢は重量割合が３位以下ですが、５％以上使用されているため「その
他」と表示できません。

※ マヨネーズについては、「複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が５％
未満である場合」でなくとも、「複合原材料の名称からその原材料が明らかである
場合」に該当するため、複合原材料の原材料の表示を省略することも可能です。
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食品表示Ｑ＆Ａ（弁当ー６）
複合原材料の原材料の表示を省略することができる具体例を教えてください。

• 次のいずれかに該当するときは複合原材料の原材料の表示を省略することができます。

(１) 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が５％未満であるとき

(２) 複合原材料の名称からその原材料が明らかなとき
なお、複合原材料の名称からその原材料が明らかなときとは、
① 複合原材料の名称に主要原材料が明示されている場合（例；鶏唐揚げ、鯖味噌煮等）
② 複合原材料の名称に主要原材料を総称する名称が明示されている場合

（例；ミートボール、魚介エキス、植物性たんぱく加水分解物等）
③ ＪＡＳ規格、食品表示基準別表第３、公正競争規約で定義されている場合
（例；ロースハム、マヨネーズ等）

④ 上記以外で一般にその原材料が明らかである場合
（例；かまぼこ、がんもどき、ハンバーグ等） 等が考えられます。

したがって、例えば、鶏唐揚げは「鶏唐揚げ」と表示すればそれ自体の原材料を省略す
ることができますが、煮物については、「煮物」と表示するだけではその原材料が明らか
とはいえませんので、煮物（里芋、人参、ゴボウ、コンニャク、しょうゆ、砂糖、水飴、
みりん、食塩）」などと表示することとなりますが、当該複合原材料に占める重量の割合
の高い順が３位以下であって、かつ、当該複合原材料に占める重量割合が５％未満であれ
ば「その他」とまとめて表示することが可能です。
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原産地表示について

■産地が表示されるもの

→ 全ての加工食品の１番多い原材料

※「外食」「容器包装に入れずに販売する場合」「作ったその場で販売

する場合」「輸入品」等は対象外

■表示方法

【原則の表示方法】 【新たな表示方法】

② 製造地表示

① 国別重量順表示 ③ 又は表示

④ 大括り表示

〇令和４年３月３１日で猶予期間終了。
令和４年４月１日以降に製造された加工食品については、全て原産地
表示が必要。
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《① 国別重量順表示 その１》

１番多い原材料が生鮮食品の場合は、その産地を表示します。

名 称 ウインナーソーセージ

原材料名 豚肉（アメリカ産、国産、その他）、

豚脂肪、たん白加水分解物・・・

上の例のように２カ国以上の産地の豚肉を混ぜて使用して
いる場合は、多い順に国名が表示されます。この「国別重
量順表示」が原則となります。
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《① 国別重量順表示 その２》

【産地が２か国の場合】

豚肉（アメリカ産）

【産地が１か国の場合】

豚肉（アメリカ産、国産）

「アメリカ産、国産」と表示されていた場合、「アメリカ産」の方が「国産」よりも多く使用されています。

【産地が３か国以上の場合：全て表示する場合】

豚肉（アメリカ産、国産、カナダ産、デンマーク産）

【産地が３か国以上の場合：３か国目以降を「その他」と表示する場合】

豚肉（アメリカ産、国産、その他）

原材料の原産地が３カ国以上ある場合、多い順に２カ国を記載し、３か国目以降は「その他」とまとめて表
示できます。
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《② 製造地表示 その１》

１番多い原材料が加工食品の場合は、原則としてその製造
地を「○○製造」と表示します。

名 称 チョコレートケーキ

原材料名 チョコレート（ベルギー製造）、小麦粉・・・

【表示の意味】

チョコレートがベルギーで作られたことを意味します。

ベルギー産のカカオ豆を使用しているという意味ではありま
せん。
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《② 製造地表示 その２》
１番多い原材料に使われた生鮮食品の産地がわかっている
場合には、「○○製造」の代わりに、その産地を表示する
ことができます。

名 称 チョコレートケーキ

原材料名 チョコレート、小麦粉・・・

原料原産地名 ガーナ（カカオ豆）、インドネシア（カカオ豆）

【表示の意味】

チョコレートに使われたカカオ豆の産地が、「ガーナ」、「インドネ
シア」であることを意味しています。

カカオ豆は、「ガーナ」産の方が「インドネシア」産より多く使用さ
れています。

チョコレートがガーナやインドネシアで作られたという意味ではあり
ません。
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《③ 又は表示》

【表示の意味】

「アメリカ産」と「国産」以外の国の原材料は使用されていません。

過去の使用実績等では、「アメリカ産」の方が「国産」よりも多く使用さ
れていたことを示しています。

「又は表示」をした場合であって、過去の使用実績等における平均使用割
合が５％未満の産地は、「アメリカ産又は国産（５％未満）」と表示され
ます。この場合、国産が５％未満であったことを示しています。

名 称 ウインナーソーセージ

原材料名 豚肉（アメリカ産又は国産）、豚脂肪、たん白加水分解物・・・

※ 豚肉の産地は、令和○年の使用実績順
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《④ 大括り表示》

【表示の意味】

３か国以上の外国の産地の原材料が使用されています。

国産の原材料は使用されていません。

名 称 ウインナーソーセージ

原材料名 豚肉（輸入）、豚脂肪、たん白加水分解物・・・
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《③＋④ 大括り表示＋又は表示》

【表示の意味】

国産及び３か国以上の外国の産地の原材料が使用されています。

過去の使用実績等では、「国産」の方が、「輸入」でまとめた外国の
産地の合計よりも多く使われていたことを示しています。

名 称 ウインナーソーセージ

原材料名 豚肉（国産又は輸入）、豚脂肪、たん白加水分解物・・・

※ 豚肉の産地は、令和○年の使用実績順
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《その他》
◎従来の個別４品目（農産物漬物、野菜冷凍食品、うな
ぎ加工品、かつお削りぶし）に「おにぎり」が加わり、
個別５品目になりました。おにぎりに使用した「のり」
の名称の次に括弧を付して、当該「のり」の原料となる
原そうの原産地について国別重量順で表示します。

◎２２食品群と個別５品目のルールは、新たな加工食品の
原料原産地表示制度の開始後も、引き続き適用されます
（原則として「又は表示」等は使用できません）。
※ただし、 ２２食品群について、原材料中、重量割合５０％以上の生鮮食品
がない場合でも、新たな制度に基づき、原材料に占める重量の割合がもっとも
高い原材料の原産地を表示する必要があります。

名 称 おにぎり

原材料名 ご飯（米（国産））、鮭、のり（国産）、食塩
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《個別５品目》
①農産物漬物

重量割合上位４位（内容重量が３００ｇ以下
のものは上位3位）かつ５％以上の原材料

②野菜冷凍食品

重量割合上位３位かつ５％以上の原材料

③うなぎ加工品

うなぎ

④かつお削りぶし

かつおのふし

⑤おにぎり

のり 27



内容量について

28

• 特定商品の販売に係る計量に関する政令第５条
に掲げる特定商品（以下、特定商品）について
は、計量法の規定により表示することとし、そ
れ以外の食品についてはｇ、ｋｇ、ｍｌ、Ｌ又
は個数等の単位で単位を明記して表示する。

• 内容量を外見上容易に識別できるもの（特定商
品、特定保健用食品及び機能性表示食品を除
く。）は内容量を省略できる。



【参考】特定商品（抜粋１～５）
第12条第1項：特定商品（内容量を法

定計量単位で表示する際は量目公
差内であること。）

第13条第1項：量目公差及び表記義務対

象の特定商品（左記商品のうち、密封し
た時、表記義務のかかるもの）

特定物
象量

量目公差の
区分

量目公差の
上限

１ 精米及び精麦 精米及び精麦 質量 表（１） 25kg

２ 豆類（未成熟のものを除く。）及びあ
ん、煮豆その他の豆類の加工品
（１）加工していないもの

豆類（未成熟のものを除く。）及びあん、
煮豆その他の豆類の加工品
（１）加工していないもの

質量 表（１） 10kg

（２）加工品 （２）左に掲げるもののうち、あん、煮豆、
きなこ、ピーナッツ製品及びはるさめ

質量 表（１） 5kg

３ 米粉、小麦粉その他の粉類 米粉、小麦粉その他の粉類 質量 表（１） 10kg

４ でん粉 でん粉 質量 表（１） 5kg

５ 野菜（未成熟の豆類を含む。）及びそ
の加工品（漬物以外の塩蔵野菜を除
く。）
（１）生鮮のもの及び冷蔵したもの

野菜（未成熟の豆類を含む。）及びその
加工品（漬物以外の塩蔵野菜を除く。）
（１）（左のうち、該当するものなし）

質量 表（２） 10kg

（２）缶詰及び瓶詰、トマト加工品並
びに野菜ジュース

（２）缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに
野菜ジュース

質量又
は体積

表（１）又は
表（３）

5kg又は5L

（３）漬物（缶詰及び瓶詰を除く。）及
び冷凍食品（加工した野菜を凍結さ
せ、容器に入れ、又は包装ものに限
る）

（３）左に掲げるもの（らっきょう漬け以外
の小切り又は細切していない漬物を除
く。）

質量 表（２） 5kg

（４）（２）又は（３）に掲げるもの以外
の加工品

（４）左に掲げるもののうち、きのこの加
工品及び乾燥野菜

質量 表（１） 5kg



食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
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• 食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の
氏名又は名称及び住所を表示する。

• 事項名は「製造者」又は「加工者」又は「輸入者」
とする。製造業者、加工者又は輸入業者との合意等
により、これらの者に代わって販売業者が表示責任
者となることも可能。この場合事項名を「販売者」
とする。



製造所又は加工所の所在地及び製造者又は
加工者の氏名又は名称
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• 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工
者の氏名又は名称を表示する。

• 食品関連事業者の住所又は氏名若しくは名称が
製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若し
くは加工者の氏名若しくは名称と同一である場
合は、製造所若しくは加工所の所在地又は製造
者若しくは加工者の氏名若しくは名称を省略す
ることができる。
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製造者等表示例（食品表示基準Ｑ＆Ａ（加工－２５８））



注意事項
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• 販売者のみの表示は不可。

• 表示責任者の氏名又は名称及び住所について、法人
の場合、消費者の問い合わせ等に応答できる者の氏
名又は名称及び住所であれば、法人登記されている
名称又は住所である必要はない。

• 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の
氏名又は名称については、法人登記されている内容
を記載する。

• 製造所又は加工所の所在地は、指定都市（地方自治
法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指
定都市をいう。）及び県庁所在地の市は都道府県名
を省略できる。



食品表示基準の変更点について
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遺伝子組換え表示について

• 令和５年４月１日以降、「遺伝子組換え
でない」表示が認められる条件を現行制
度の「５％以下」から「不検出」に厳格
化されることについて追記

• 令和５年３月９日、「特定遺伝子組換
え」に係る表示義務の対象にＥＰＡ及び
ＤＨＡ産生の形質を有する「なたね」が
追加された。

35



遺伝子組換え表示制度の概要
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③ＥＰＡ及びＤＨＡ産生なたね③

参考：令和５年２月７日消費者庁食品表示企画課資料 「遺伝子組換え表示制度について」

３



義務表示制度

参考：消費者庁パンフレット「知っていますか？遺伝子組換え表示制度」



義務表示制度

参考：消費者庁パンフレット「知っていますか？遺伝子組換え表示制度」



任意表示制度（2023年4月1日施行）

参考：消費者庁パンフレット「知っていますか？遺伝子組換え表示制度」



参考：令和５年２月７日消費者庁食品表示企画課資料
「遺伝子組換え表示制度について」



参考：令和５年２月７日消費者庁食品表示企画課資料
「遺伝子組換え表示制度について」
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参考：農林水産省ＨＰ

食品表示基準第７条

特色のある原材料等に関
する事項関係



米トレーサビリティ法の概要

• 「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に
関する法律」
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参考：農林水産省
パンフレット
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参考：農林水産省
パンフレット
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参考：農林水産省
パンフレット
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参考：農林水産省
パンフレット


